
令和7年度 通学路危険箇所調査表

柱野小 県所有 公衆用道路 柱野 622 河
'II管

理道斜面
落石防止のフェンスのワイヤTが緩んでい

る。
ワイヤーの緩みを直してほしい。 土地所有者を調査中。管理者が判明次第、対応を要望。 山口県 令和 7年度調査中

通津小 市道 115号 通津1973
信号機から岩国む

つみ幼稚国に向か

う道

横断歩道の塗装が薄い、狽J溝ががたついてい

る、ポエルの破損、アスファルトの劣化等、

登下校において危険である。

横断歩道の塗り替え、アスファルト

舗装(狽J溝とポールの修理・改善と

【警察】横断歩道の摩耗の程度がら、男状は塗答え予定はな

し。

【市】アスファルト舗装の更新、側湾の修繕。

警察

道路課
令和7年度実施済

通津美が浦公園入

口向かい側   .
道幅が狭い上、草が歩道に被さうていて歩行

が困難になる。     .
草刈りを依頼したい。 草刈りの実施。 国土交通省 令和 7年度実施済通津小 国道 188号線 通津 2198

現状復帰してほしい。
現状復旧は原因者対応となるためヽ県より原因者へ対応依頼

中。          |
山口県

令和7年度対応依頼

中
杭名小´ 国道 187号 杭名～細利

杭名～細利の通学

路

造入できないようにきちんと処置されてはい

るが、交通事故の後の状態がそのままになっ

ており、運転手そちらに気をとられ、中央草

線ぎりぎりにはみ出しそうになる大型車が複

数見られた。

杭名小 国道 187号 細利 通学路

歩道の一部が盛り上がり、極端に歩道が狭く

なっている。穴も開いており、大変通りにく

くなっている。

歩道部分の段差を解消してほしいと
対象箇所は、市管理の法定外公共物から国道へ接続する部分

となることから、対応策について市と協議中。
山口県 令和 8年度以F奪

灘小 市道 藤生町 2丁目 藤生駅裏

降雨の際に、横断歩道付近に水たまりがで

き、児童は車道に避けて歩行しなければなら

ない為、危険である。

道路の舗装。 遭路アスフウルト舗装の更新。 道路課 令和 7年度実施済

郷ヶ崎自治会館駐

車場そば

自治会館横の民家の植木が公道側に伸びてお

り、道幅が狭くなっており、危険である。
民家への植木の剪定依頼と 民家所有者により枝葉剪定済。 道路課

令和 7年度に民家所

有者が枝葉剪定済を

確認      '
灘小 市道 南岩国町 5丁目

藤河小 国道 2号線 多田 JA山 口前付近
歩道が整備されていない区間があるため、通

学路として利用するには危険である。
通学路としての歩道の整備。 歩道の整備。 国土交通省 令和 8年度以降

由宇小 国道 188号線
由宇町南3丁 目11

-18付近

セブンイレブンの

日u
通行車両の速度が速い。

スクールゾーンの表示をする。

交番が近くにあるため、警察官が

立って指導してほしい。

【警察】パトカー等による巡回対応の実施。

【国交省】境界ブロックは由宇SSの業務の支障となるため

設置不可。ネクールゾーン表示等での対応を検討。

・警察

'国上交通省

令和 8年度以降 (パ

トカーの巡回対応は

実施済)

児童が広がることがあるため、車両と接触す

る危険がある。

歩行者線ラインを引き直す。スクー

ルゾーンの表示をする。車両のス

ピ=ドダウンのため、パトカーによ

る巡回をしてほしい。

【警察】ィヾ卜カー等による巡回対応を実施。

【市】歩行者ラインは鮮明で、現状更新予定なし。

【学校】児童が2列歩行しているため、交通安全教育を指

等。

・警察

教委由宇支所

由宇総合東所 .

農林建設課

令和 7年度由宇小 市道 由東3号線

由宇町中央 2丁

目4-15ア ン
フォーラYUU

公文教室前の道路



令和7年度 通学路危険箇所調査表

由宇小 市道 由東3号線
由宇町中央 2丁

目5-11付 近
森野組の交差点 各登校班が集まる交差点で車両も多く通る。

停止線の引き直し、注意喚起の標識

やスクールゾーンの表示 (カ ラー舗

装)。

【警察】パトカー等による巡回対応実施。

【市】停止線の更新、「止まれ」表示及び注意喚起標識の設

置。

・警察

・教委由宇支所

・由宇総合支所

農林建設課

令和 7年度

校舎と運動場の間に市道があり、児童は往来

しながら生活をしている。市道は上側から細

い坂道となっており、横断歩道の自線がほぼ

消えているため、革から児童・横断歩道が認

知しにくい。

横断歩道や周囲の白線の引き直し。

市道 (坂道)上側における草への注

意喚起を促す表示物の設置。

【警察】県道との境界の停止線の更新。

【市】横断指導線の設置、外側線・路面表示の更新。

・警察

教委由宇支所

由宇総合支所

農林建設課

由西小 市道 由宇町3300-1 学校前横断歩道 令不日8年度以降

学校安全対策協議会 (7月 開催)において、

地域や保護者と協議の結果、通学路が変更さ

れ、学校～菅原神社前の歩道を通ることに

なった。しかし、歩道の白線は消えており、

日視することはほばできず、草道と歩道の境

目が分からない状況である。

横断歩道や歩道の白線の引き直し。

革への注意喚起を促す表示物の設

置。

【警察】横断歩道は鮮明であり、現状では更新予定はなし。

「止まれ」表示は更新予定。

【市】歩行者線の引き直し。

・警察

教委由宇支所

由宇総合支所

農林建設課

由西小 市道 由宇町3300-1
学校～菅原神社前

歩道
令和 8年度以降

神東小 市道 神東 85号線 由宇町神東
神東ファーム先の

カーブ
側溝に蓋が無く、危険である。 蓋の設置。 側溝蓋の設置。

教委由宇支所

由宇総合支所

農林建設課

令和 8年度以降

高森小 県道
山口県道115

号通津周東線

周東町上久原788

付近
路側帯

路側帯がとても狭い。登校時の交通量が多

く,自動車と児童が接触する危険がある。

路側帯を広くする。または,歩道を

つくる。
県道北側の歩道整備に向けて地権者と調整中。 山口県 令和 8年度以降

川上小 県道
5号線と130

号線の三叉路

周東町川上47
-3

上代橋の先の三又

路

トラックの通行の多い三叉路で、横断歩道も

ない場所を児童が渡って登校しているので危

険である

県道 5号に横断歩道、及び県道130

号の山口に車の一旦停止線をつけて

ほしい。

【警察】横断歩道は南側からの見通しの悪い箇所への設置は

困難。停止線も県道5号が優先は明らかな道路形状で法的拘

束力のある停止線の設置は困難。

【市】三又路から30m付近先の横断歩道を通学する安全教

育で対応。

警察

教委周東支所
令和 7年度

修成小 県道
県道久杉高水

線

周東町下長野大

歳橋付近
横断歩道、停止線

車の停止線・横断歩道ラインが薄くなってい

るため危険である。

停止線や横断歩道のラインをよくわ

かるように引いてほしい。
停止線・横断歩道の更新。 警察 令和 8年度以降

修成小 市道
西長野22号

線

周東町下長野

1102付 近
通学路の脇

通学路側の崖 (以前はえぐれていた)に草木

が生い茂り道路にせり出しており危険であ

る。

道路にせり出している草木を、見通

しよくしてほしい。
遵路にせり出ている枝葉の剪定及び草刈り実施。

・教委周東支所

。周東総合支所

建設課

令和 7年度

ミラーを設置する等、左右が見えや

すいようにしてほしい。
修成小 市道

西長野22号

線

周東町下長野

1127付 近
学校出入り口 左右が見えにくいため危険である。

ミラー設置は効果が低いため、地権者の了解を得たうえで

学校側の路面に「止まれ」表記を設置。

教委周東支所

周東総合支所

建設課

令和 7年度



令和7年度 通学路危険箇所調査表

修成小 国道 国道2号

国道2号の西長野

郵便局前交差点

から西長野交差

点

三叉路

トラック等の交通量が多いと児童の登校時間

帯に通学路を横切るようにガソリンスタンド

に侵入する車が有り、危険である。

ガソリンスタンドで向きを変える車

や、ガソリンスタンドに入る車にス

クールプーンを表記するなど注意喚

起してほしい。

【国交省・警察】スクールゾーン表記は通行車両への効果が

l氏ぃため、国道の境界ブロックを設置し、通学路を横切る草

面の減少及び侵入速度のダウンを図ることで安全対策を講じ

る。

【市】境界ブロック設置について、隣接店舗等へあ設置要望

の継続と

・警察

・国土交通省

・教委周東支所

令和8年度以降

米川小 県道 144号線
周東町差川1728

付近
井堀橋付近

歩道に草が生えていて、歩ぎにくい場所があ

る。歩道の端に済があるので危険である。草

からのポイ捨てなども多く、道端に多くのゴ

ミが落ちている。

革を刈る、ゴミ拾いなどの環境整

備。

毎年夏季に草刈り実施済。清掃等は環境整備作業の際に実施

する場合もあるが、実施の確約までは難しい。
山口県 令和 7年度実施済

米川小 国道 2号線 周東町西中村 西中村歩道橋付近

歩道橋を渡って登下校するが、歩遵僑の階段

に苔が生えていて、雨の日は滑りやすく危険

である。

滑らないように対処する。 歩道橋路面等の清掃。 国上交通省 令和 7年度実施済

横断歩道を渡ろうとしても車が止まらないの

で、駐在所の方と教職員が見守りをしている

が、大人の見守りがあっても止まらない車が

ある。また、高森方面に向かう草は、朝、逆

光で児童が見えず止まらない。

押しボタン式の信号機の設置。

信号機設置の要作の「待っても横断歩道を渡ることができな

い」を満たしていないため、信号機設置は困難。駐在所職員

の交通立n合、児童生徒への交通安全教育で対応。

警察 令和 7年度米川小 県道 144号線
周東町差川1728

付近

井堀国地付近の横

断歩道

道路上の道路表示「スピード落とせ」やス

ピード表示が消えており、スピードを出す草

が多く危険である。

道路表示が消えているところlま、

はっきりと塗り替えてほしい。

【県】「スピ
=ド
落とせ」の表示は実施しないため、必要に

応じて市より占用許可を申請のこと。

【警察】スピrド表示の更新。

【市】「スピード落とせ」表示の占用許可の申請。

・山口県

・警察

教委周東支所

令和 8年度以降米川小 県道 144号線 周東町差川
県道144号線の道路

表示

市道 生見4号線
美和町渋前 18
54

擁壁と川の問
通学中に立木の技等が落下し児童生徒が通学

の際危険である。
立木の伐採。 地権者へ立木の伐採を依頼。

。教委美和支所

・美和総合支所

農林建設課

令和 7年度美和小

市道との交差点
交通量が多く(直線道路、下り坂なので、ス

ピードカ
'出
ている。

前後にスピードダウンの注意喚起表

示等を設置。

【県】「スピード落とせ」の表示は実施しないため、必要に

応じて市より占用許可を申請のこと。

【市】「スピード落とせ」表示の占用許可の申請。

山口県

教委美和支所
令和8年度以降美和小 県道 111号線

美和町渋前 13
38=9

児童の自宅前

バス通学児童がバス停を利用するために道路

を横断する必要があるが、横断歩道がない。

交通量も多い。

横断歩道の設置と
隣断歩道の設置は困難なため、対象児童生徒への安全教育の

実施で対応。
警察 令和 7年度美和小 県道 111号線

美和町佐坂 37
5-4

一時停止の看板はあるが、草道の「止まれ」

がかすれていて視認しにくい。通学路の横断

歩道の横なので、右折する自動車には注意が

必要。

自動車の一時停止の「止まれ」を濃

く書いてほしい。
「止まれ」表示の更新。錦清流小 市道 広瀬1080 一時停止線 令和8年度以降



令和7年度 通学路危険箇所調査表

横断歩造の線が消えかけており、濃

く書いてほしい。

1耳

断
fl毒
示の更新。 警察 令和 8年度以降錦清流小 市道 広

｀
瀬6746 横断歩道

登下校中に草の移動も有る道路で、横断歩道

の線がかすれており、離れた場所から視認し

にくい。

1外,線

の歩行者スペースの白線を引く。 設置。 道路課 令和8年度以降麻里布中 市道
室の木町 6号

線
室の木町一丁目

児童生徒が多く通り、草もよく通行してい

る。歩行者ス公―スがなく危険である。

麻里布中 市道 砂山町2号線 砂山町二丁目
草が通ると歩行者のエスケイプゾーンが少な

く危険である。
1外

高線の歩行者スペースの白線を引く。 設置。 道略課 令和 8年度以降

両側の歩行者スペースを広げる。両

側が難しい場合は片側のみでも可。 F脚智変更設置。 道路課 令和 8年度以降麻里布中 市道
麻里布町 a号

線
麻里布町四丁目

本校生徒だけでなく、児童や高校生等も通学

時に多く、車もよく通るので危険である。

西側室の木町 6号線との交差する場所が、壁

があるため見えにくく危険である。
1外

側なの歩行者スペースの白線を引く。 設置。 道路課 令和 8年度以降麻里布中 市道
麻里布町23
号線

麻里布町七丁目

見通しが悪く危険。

車の出入りも激しい。

1長

号箕亀蜜三す暮摺ここ路
|:

カーブミラー設置。
―ブミラー設置は困難。生徒 道路課

市教委
令和 7年度川下中 国道 188号線 尾津町1丁目

イ■ローハット横

の交差点

歩道が狭く危険。

車の出入りも激しい。
ガードレニル設置。

道路課

市教委
令和 7年度実施済川下中 市道 113 門前町1丁目 セブンイレブン前

穴のない鉄板又はグレーチングに変

更する。

||を

写F写害盲
g避肇霞「 Iり
外し。通常恙は鉄板に≧「設 教委美和支所 令和 7年度確認済本郷中 県道 59号 本郷町仲田

旧本郷村生活改善

センター前

暗渠上の鉄板の一部に児童の足がはまる大き

さの大が開いており危険である。

コンピニエンスストアに、暴走族などが時々

たむろする。 ,
卜ヾカーによる巡回対応の実施。警察の見回りをしてほしい。 警察 令和 7年度玖珂中 国道 437張

=

玖珂町下谷、大

吹珂インターに接続する県道で、柳井方面へ

つながっている。信号を無視して通行する車

両が多い。 |

卜ヾカーによる巡回対応の実施。警察の見回りをしてほしい。 警察 令和 7年度玖珂中 県道 光玖珂
玖珂町本町交差

点

横断歩道を設けてほしい。 警察 令和 7年度県道 144号 玖珂町阿山
交通量が多いが、横断歩道がなく、道路を波

ることが危険である。
玖珂中


